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◆ はじめに 

 

 全庁を挙げた努力で、収支均衡型の行財政基盤を目指す「緊急行動計画」を策定しま

した。もとより、この計画は国の「三位一体の改革」が推進されても、自立した都市と

して存続していくために、行財政基盤の確立を図ろうとしたものです。そして、重要な

ことは、行政と市民の皆さんとの連携を深め、市民福祉の向上と魅力あるまちづくりに

つなげていくことにあります。 

 

 したがって、まず、安定的に確保できる歳入規模に見合った歳出構造とするため、職

員数の削減をはじめ全事業の見直しを図り、過去に必要があって構築されたものでも、

今の財政状況や社会的な動向、市民意識の変化を見据え、その内容の精査を進めました。

それとともに、行政の果たす役割についても検討を加え、①市民や団体、事業所の活力

を最大限生かし、協働・ネットワーク化を多面的に発展させる、②あらゆる事業を常に

点検・整理していくとともに、「選択と集中」を合言葉に、新たな展開を図っていく、

③すべての事業で費用対効果を明確にし、市民への説明責任を果たしていく、④支援を

必要とする人々には可能な限り配慮を行い、誰もが健康で文化的な最低限の生活を営め

るよう、行政としての責務を果たす、以上の４点を基本に据えて、当面の重点施策とし

て①子育てや教育環境整備を中心とした次世代育成支援、②高齢者、障害者をはじめ市

民の健康づくりと社会参加を進めるための環境整備、③市民文化、平和、国際交流など

を生かした狛江らしいまちづくり、④安全で利便性、快適性に富む活気ある地域社会の

建設、⑤以上の施策を展開する前提として、市民参加・協働の多彩な発展と市政情報の

共有促進を、今後の市政運営の中心に位置付けていきます。 

 

 これらの実行は厳しく困難な環境の中で行われます。しかし、緊急行動計画の実践を

通じて課題整理、意識変革を積み重ねることによって、魅力ある都市として発展し、文

字どおり、市民が主人公のまちになるための力をつけていく、さらには市民の皆さんと

ともに困難を乗り越えていく過程を通じて、互いに信頼関係を強め、地域社会の絆が強

化されていくと確信しています。 

 

 そして、この数年間、困難だけをみるのではなく、新たな前進のための試練と捉え、

財政の安定的な確立と地方自治の発展を期す機会として、「緊急行動計画」の実行に、

皆さんのご理解とご協力をお願いします。 

 

狛江市長 矢野ゆたか 

- 1 -



◇ 緊急行動計画の展望 

 

 市では、「行財政基盤改革レポート」にもあるように、効率的な行政運営や市民サー

ビスの向上を図るため、平成９年から行財政改革として、事務事業の見直し、組織機構

の改正、職員数及び給与の適正化等、行政内部を中心に行財政構造の改革に努めてきま

した。そして、その集大成として、平成 17 年１月からは東京都給料表をベースとした

職務給の導入が決まっています。 

 

しかし、こうした内部努力にかかわらず、今日の社会経済情勢の厳しさはもとより、

地方分権の推進にともなう三位一体の改革の影響など新たな課題にさらされており、こ

のような変化に対応し、持続性のある行財政運営を図るためには、今までとは違った方

向性を見出し、迅速かつ効果的に改革を進める必要があります。 

 

また、現在策定中の「第４次基本計画」に示される「まちづくりの原則」と将来都市

像「水と緑の住宅都市」を実現するための各施策を画餅にならぬよう実現するためには、

まず、行財政基盤改革レポートの指摘にあるように、収支均衡型の行財政基盤の確立を

急ぐことが先決です。 

 

 ここに、今後の財政面の見通しを踏まえた緊急行動計画を策定し、第３次行財政改革

推進計画の残り３年間を目途に、新たな行財政改革に取り組んでいきます。 

 

「第４次基本計画」 

ほか各種計画の実行 

 

 「
ま
ち
づ
く
り
の
原
則
」
と 

将
来
都
市
像
「
水
と
緑
の
住
宅
都
市
」 

の
実
現 

収支均衡型の行財政基盤の確立 

第３次行財政改革（15～19 年度）

緊急行動計画（17～19 年度） 

持続性のある行財政運営 

新たな行財政改革 
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１ 重点方針 

 

 地方分権の推進は、地方公共団体の自由度を高め、地域における｢自己決定｣の領域を

質と量の両面において拡大させる一方で、行財政運営について、一層重くかつ明確な「自

己責任」と市民に対する説明責任が課されるものです。つまり、自主的、自立的に持続

可能な地域経営が地方に求められており、言い方を変えれば、分権時代に相応しい自立

した行財政運営、将来世代へ負担を先送りしない行財政運営、つまり収支均衡型の行財

政運営を図ることが求められているのです。 

 こうした地方分権の趣旨を踏まえつつ、「選択と集中」と「迅速」を基本として、次

に示す３つの重点方針に基づき、行動計画を策定します。 

 

（１） 組織のスリム化 

 

職員数の思い切った削減を図ります。当面、定年退職者等の不補充を実施し、それ

に見合う組織のあり方や雇用形態の再検討、再任用制度や施設管理、公共サービスの

提供方法などを示し、少数精鋭の職員体制にしていきます。今までの前例踏襲にとら

われない組織体制づくりを行います。 

 

（２） 事業のスリム化 

 

各歳出の削減が求められていますが、それぞれの事業や契約、計画が効果的、効率

的なものになっているのか、無駄はないか、思い切った点検や見直しを行います。併

行して、これからのまちづくりの重点事項である放課後児童健全育成事業の将来像づ

くりや、まちづくり総合プランの財源計画の見直しも行います。外郭的団体と呼ばれ

ている財政支援団体についても、市と歩調を合わせた経営基盤の改革をお願いしてい

きます。 

 

（３） 収支均衡型財政への転換 

 

予算編成の手法の改革や事業のスリム化とともに、歳入の新たな確保や繰出金の抑

制、補助金、扶助費の見直しなど、収支均衡型財政への転換を図ります。 

 

 そして、緊急行動計画の実施にあたっては、まず①各所管の職員が創意工夫を重ね、

徹底的な内部努力を行って、人件費などの経費を縮減することから始め、②臨時的な経

費や公共事業については、優先順位を決め総量の抑制を図りつつ、その上で③市民の皆

さんにご理解をいただき、民間活力の導入や事業の統廃合、サービス水準の改定、受益
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者負担の見直しなどを図っていきます。 

 

２ 計画の位置付け 

 

 この緊急行動計画は第３次行財政改革大綱の「市民の要望に応えられる行財政基盤の

確立」を強く推し進めるものとして、第３次行財政改革推進計画に組み込んでいくもの

です。また、緊急行動計画として実効性を高めるために、具体的な財政効果をできる限

り求め、スケジュールを含めた実施内容及び目標を明確にします。 

 

３ 進行管理 

 

 緊急行動計画は、行財政改革推進本部において取りまとめ、かつ実現に向けての進行

管理を行い、進捗状況について毎年度公表することとします。 

 なお、本部長の指示のもと、平成 16 年度中に実行可能なものについては、すみやか

に実現を図るとともに、社会情勢や財政状況などに応じて必要な場合には、効果的に柔

軟に対応するため、計画全体の内容や目標設定の見直しを図ります。 

 

４ 個別行動計画遂行にあたっての留意点 

 

 行政として説明責任を果たし、市民の皆さんに個別計画内容について、十分なご理解

をいただけるよう、個別行動計画遂行の各段階において、情報公開及び市民参加の面を

留意しながら取り組みを進めます。 

 

５ 財政の見通し 

 

【１】財源について 

 

 市では、減少を続ける個人市民税と「三位一体の改革」に代表される国の補助負担金

削減など、さらに厳しくなると予測される財政状況に対処するため、職員給料２％及び

管理職手当 10％の減額、職員福利厚生費の減額、事業費の抑制や手数料の改正等を前

提に、平成 16 年度の予算編成を行いました。 

 しかし、普通交付税と臨時財政対策債が対前年度比約８億円減という予想以上の大幅

な減額が本年７月に判明し､これを埋めるため、９月の補正予算で財政調整基金を約２

億３千万円取り崩し、前年度からの繰越金３億６千万円を充当しました。 

今後の財政需要に応えるため、本来なら基金に積立てるべき繰越金を普通交付税と臨

時財政対策債の減額に充てたため、財政調整基金の残高がほぼ底をつく見通しとなり、
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また、特定目的基金も残高が少ない状態では、今後の財源対策が非常に困難になること

が予想されます。そこで、来年度以降のために、年度途中ですが繰越金をできるだけ確

保するよう､事業費のさらなる抑制、不用額の捻出を全庁的に指示しています。 

平成 17 年度には、さらなる補助負担金の削減が予想され、今まで以上の財源対策を

講じる必要が想定されます｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1,000

2,000

3,000

15 16

臨時財政対策債

普通交付税

単位：百万円 

※「基金の取り崩し」や「繰越金の充当」を含んでいます。

単位：千円 

15 16 差額（16-15）

16,815,370 16,797,896 △ 17,474

市税等 14,028,157 14,816,855 788,698

普通交付税 1,204,713 836,041 △ 368,672

臨時財政対策債 1,582,500 1,145,000 △ 437,500

一般財源

年度

△806,172
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【２】一般財源の収支について 

 

現状の収支不足を明らかにし、緊急行動計画による財源対策効果を加え、財政フレー

ムを作成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行財政基盤の確立を急務とし、平成 19 年度までの財政見通しにおいて見込まれる各

年度約 16 億円の収支不足を解消するために、歳入と歳出全般にわたり見直しを図りま

す。緊急行動計画を着実に実行しつつ、あわせて各種資金手当を活用します。 

なお、緊急行動計画実施後の財源不足については、最終的に予算編成の中で解消し、

収支の均衡を図ります。 

 

現在の地方税財政制度は「三位一体の改革」により、先行きが不透明な状況にあり、

今後、収支不足額が見込みよりも拡大した場合には、緊急行動計画の前倒し等の対策が

必要になる可能性もあります。 

 

 

一般財源における財政フレーム
単位：百万円

16 17 18 19

歳　　　入 16,798 15,346 15,420 15,372

歳　　　出 16,798 16,919 16,986 17,103

収　　　支 0 △ 1,573 △ 1,566 △ 1,731

組織のスリム化 △ 146 △ 61 △ 245

事業のスリム化 △ 100 △ 172 △ 169 △ 172

収支均衡型財政への転換 △ 100 △ 395 △ 510 △ 563

合　　　計 △ 200 △ 713 △ 740 △ 980

597 589 530

200 △ 263 △ 237 △ 221

年　度

資金手当の活用

現　　状

行動計画
による対策

行動計画実施後の収支
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【３】経常収支比率について 

 

 平成 16 年度は、決算見込ベースとしての経常一般財源、経常経費充当一般財源を見

積もり、経常収支比率を算出しました。また、平成17 年度以降については、平成 16 年

度決算見込みをベースに一般財源の動向や緊急行動計画の影響額を勘案して、経常一般

財源、経常経費充当一般財源を見積り、平成 19 年度までの経常収支比率を算出しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 人件費について        

定年退職者 105 名不補充の方針により、一般会計ベースで平成 16年度末 14 人、平成

17 年度末６人、平成 18 年度末 16 人の定年退職者を不補充としています。また、東京

都の給料表に準じて、平成 17 年１月から職員の給料表を職務給化します。昇給差額が

小さくなり、定期昇給等による人件費への影響額の減少が見込まれます。 

なお、平成 16 年度、17年度の２か年度で実施する職員給料２％及び管理職手当 10％

の減額は、単年度約５千万円の効果があると見積りしています。平成 18 年度以降の給

与減額の継続実施については未定ですが、今後の財政状況や人件費の動向を見ながら、

経常収支比率

( )は、減税補てん債、臨時財政対策債を経常一般財源に加えない数値

【参考】公債費比率等 単位：％

12.6             13.2             起債制限比率 13.1               12.7             12.4             

15.4             15.9             

年度 15

公債費比率 15.3               14.5             14.6             

16 17

(19.4)
18.0             

18 19

17.5             
(18.9)うち公債費 (20.3) (19.1) (19.1)

17.8               17.3             17.6             

(33.4) (32.2)
32.3             31.3             31.0             29.9             

うち人件費 (36.3) (35.6) (33.9)

(103.4) (100.7)
103.4           99.1             95.7             93.5             

経常収支比率 (112.3) (114.2) (107.5)

2,519,050     2,586,195     

うち人件費 4,631,019        

うち公債費 2,593,901        2,423,012     2,498,751      

4,510,099     4,431,795      4,458,027     4,294,955     

(13,074,345)

13,782,562    

経常一般財源

13,451,904    経常経費充当
一般財源等 14,347,154      14,455,944    

18

14,048,510    

(13,356,596)
14,536,165      13,980,603    14,381,596    14,172,345    14,398,427    
(12,772,265) (12,658,303)

19

(13,328,427)

単位：千円

31.9               

98.7               

年度 15 16 17
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個別行動計画として検討します。 

その他、再任用職員や嘱託職員等の増減を考慮し、人件費は、対前年度比で、それぞ

れ平成 17 年度約１億５千万円減、平成 18 年度７千万円増、平成 19 年度約１億８千万

円減と見積りしています。    

 

 

【４】積立金の状況 

 

財政調整基金・減債基金あわせて７千万円ほどと、ほぼ底をついています。現在の収

支フレームからみると、平成 19 年度までに新たな積み立てできる余剰金を捻出するこ

とは困難ですが、緊急行動計画に最大限取り組むことで、新たな財政需要に応える基金

を捻出するよう努力をすることが責務です。      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積立額 取崩額 年度末残高 積立額 取崩額 年度末残高 積立額 取崩額 年度末残高

243,146 365,000 513,032 407,674 224,000 696,706 83 633,000 63,789

100,193 170,000 268,500 65,160 223,000 110,660 23 100,000 10,683

176,436 302,000 697,516 193,612 365,600 525,528 59,906 265,243 320,191

519,775 837,000 1,479,048 666,446 812,600 1,332,894 60,012 998,243 394,663

0 200,000 520,000 0 200,000 320,000 0 299,700 20,300

519,775 1,037,000 1,999,048 666,446 1,012,600 1,652,894 60,012 1,297,943 414,963

単位：千円

区　　　分
14年度 15年度 16年度（決算見込）

土地開発基金

合　　　計

財政調整基金

減債基金

特定目的基金

小計
（財調+減債+特目）
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６ 個別行動計画の概要及び数値目標 

  

 緊急行動計画を推進するにあたり、個別行動計画の概要と具体的な財政効果をできる

限り算出し、ここに示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 「組織のスリム化」よる効果 1.4 億円 
 

① 柔軟な組織の確立 

② 多様な雇用形態の実現 

③ 職員の人材育成 

④ 民間活力の導入 

⑤ 人件費の削減 

⑥ 行政内部業務の見直し 

Ⅱ 「事業のスリム化」による効果 1.7 億円 

 

① 事業の凍結・改廃・再編 

② 外郭的団体（財政援助団体）への改革要請 

③ まちづくり総合プランの見直し 

Ⅲ 「収支均衡型財政への転換」による効果 
                3.9 億円 

 

① 新たな財政運営の実現 

② 歳入の確保 

ａ 市税等収入の確保 

ｂ 新たな歳入の確保 

ｃ 使用料・手数料等の見直し 

③ 補助費等の抑制 

④ 特別会計運営の健全化（繰出金の抑制） 

⑤ 業務委託の見直し 

７億円！ 資金手当等の活用 約６億円 

あと 2.7億円 

合計 15.7 億円の財源対策！ 

17 年度財源対策の概要 
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◇ 「効果額」の見方 

 

 「効果額」については、平成 16 年度予算ベースで、使途が特定されていない「一般

財源」を例のように比較して、算出しています。 

 

例）  

 
平成16年度予算額1,000千円
国庫補助金 都補助金 一般財源

100千円 100千円 800千円

平成17年度予算額900千円
国庫補助金 都補助金 一般財源
90千円 90千円 720千円

平成18年度予算額800千円
国庫補助金 都補助金 一般財源
80千円 80千円 640千円

平成19年度予算額700千円

国庫補助金 都補助金 一般財源
70千円 70千円 560千円

平成17年度 平成18年度 平成19年度

△80千円 △160千円 △240千円

（800-720） （800-640） （800-560）

この差80千円

この差160千円

この差240千円
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個
別
行
動
計
画
の
概
要
及
び
数
値
目
標
一
覧

17
年
度

18
年
度

19
年
度

Ⅰ
　
組
織
の
ス
リ
ム
化

①
　
柔
軟
な
組
織
の
確
立

1
企
画
財
政
部
企
画
調
整
課
退
職
者
不
補
充
に
対
す
る
具
体
的
対

応
策

△
 1
48
,0
00
△
 7
4,
00
0
△
 2
58
,0
00
５
年
間
で
10
5人
の
退
職
者
不
補
充
を
行
う
。
（
３
年
間
の
定
年
退
職
者
47

人
）
そ
の
た
め
の
組
織
整
備
を
行
う
。

2
企
画
財
政
部
企
画
調
整
課
部
内
相
互
応
援
体
制
の
制
度
化

－
－

－
固
定
的
な
超
過
勤
務
を
抑
制
し
効
率
的
な
行
政
運
営
を
確
保
す
る
た
め
部

内
応
援
体
制
を
制
度
化
す
る
。

3
企
画
財
政
部

総
務
部
企
画
調
整
課

職
員
課
技
能
労
務
職
の
配
置
体
制
の
検
討

－
－

－
一
般
作
業
の
業
務
内
容
等
の
見
直
し
に
よ
り
効
率
的
な
体
制
づ
く
り
を
進

め
る
。

4
健
康
福
祉
部
児
童
福
祉
課
保
育
所
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討

－
－

－
公
設
民
営
化
等
を
含
め
た
保
育
所
の
あ
り
方
を
検
討

②
　
多
様
な
雇
用
形
態
の
実
現

5
総
務
部
職
員
課
多
様
な
雇
用
形
態
の
検
討

定
年
退
職
者
等
不
補
充
の
補
完
措
置
と
し
て
多
様
な
雇
用
形
態
に
よ
る
職

員
体
制
を
進
め
る
。

6
総
務
部
職
員
課
再
任
用
制
度
の
見
直
し

再
任
用
職
員
の
定
数
内
配
置
。
再
任
用
職
員
の
選
考
審
査
会
に
よ
る
選
考

③
　
職
員
の
人
材
育
成

7
総
務
部
職
員
課
人
材
育
成
方
針
の
改
訂

－
－

－
職
場
内
研
修
を
主
と
し
て
、
従
来
の
人
材
育
成
基
本
方
針
を
見
直
し
、
効

果
的
な
人
材
育
成
を
図
る
。

8
総
務
部
職
員
課
職
員
研
修
の
見
直
し

△
 7
33

△
 7
33

△
 7
33
一
部
研
修
の
凍
結
。
庁
内
講
師
の
活
用
に
よ
る
研
修
の
実
施

④
　
民
間
活
力
の
導
入

9
企
画
財
政
部

関
係
各
部
企
画
調
整
課

関
係
各
課
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入

－
－

－
施
設
の
効
用
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
た
め
に
指
定
管
理
者
制
度
を
積
極
的

に
活
用

10
総
務
部
総
務
防
災
課
庁
用
バ
ス
の
全
面
委
託

△
 3
,4
00
△
 5
,1
00

△
 5
,1
00
庁
用
バ
ス
、
リ
ー
ス
の
廃
止
（
運
行
委
託
化
）

効
果
額
（
千
円
）

計
　
画
　
の
　
概
　
要

№
部

課
計
　
　
画
　
　
名

効
果
額
は
№
1に
含
み
ま
す
。

効
果
額
は
№
1に
含
み
ま
す
。
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17
年
度

18
年
度

19
年
度

効
果
額
（
千
円
）

計
　
画
　
の
　
概
　
要

№
部

課
計
　
　
画
　
　
名

⑤
　
人
件
費
の
削
減

11
総
務
部
職
員
課
55
歳
昇
給
停
止
の
導
入

－
△
 6
,6
00

△
 5
,9
00
職
員
の
58
歳
昇
給
停
止
を
55
歳
昇
給
停
止
に
引
下
げ
る
。

12
総
務
部
職
員
課
職
員
給
料
及
び
管
理
職
手
当
の
減
額

16
・
17
年
度
の
２
か
年
、
職
員
給
料
２
％
と
管
理
職
手
当
10
％
減
額
を
実

施

13
総
務
部
職
員
課
特
別
職
給
与
の
減
額

市
長
、
収
入
役
、
教
育
長
の
給
与
減
額
の
継
続

14
社
会
教
育
部
体
育
課
体
育
指
導
委
員
報
酬
の
見
直
し

△
 1
,1
48
△
 1
,1
48

△
 1
,1
48
体
育
指
導
委
員
の
報
酬
を
日
額
か
ら
月
額
に
改
正

⑥
　
行
政
内
部
業
務
の
見
直
し

15
企
画
財
政
部
秘
書
広
聴
課
市
長
交
際
費
の
見
直
し

△
 5
00

△
 5
00

△
 5
00
慶
弔
費
の
見
直
し
等
、
総
額
の
抑
制

16
企
画
財
政
部
財
政
課
契
約
事
務
の
見
直
し

公
共
工
事
の
入
札
・
契
約
の
適
正
化
の
た
め
に
改
善
策
に
取
り
組
む
。
電

子
入
札
の
円
滑
な
導
入

17
総
務
部
職
員
課
被
服
貸
与
の
一
部
凍
結

△
 1
,2
80
△
 1
,2
80

△
 1
,2
80
職
員
に
対
す
る
被
服
貸
与
の
一
定
期
間
の
凍
結

18
総
務
部

市
民
部
情
報
課

課
税
課
税
総
合
シ
ス
テ
ム
の
導
入

9,
10
7

28
,8
46

27
,3
36
Ｉ
Ｔ
化
に
よ
り
税
業
務
の
正
確
性
・
迅
速
性
を
確
保
し
、
人
的
作
業
(経

費
）
の
縮
減
を
図
る
。
（
人
件
費
削
減
効
果
額
は
№
1に
含
み
ま
す
。
）

△
 1
45
,9
54
△
 6
0,
51
5
△
 2
45
,3
25

Ⅰ
　
組
織
の
ス
リ
ム
化
に
お
け
る
効
果
額
合
計

効
果
額
は
№
1に
含
み
ま
す
。

効
果
額
は
№
77
に
含
み
ま
す
。

効
果
額
は
№
1に
含
み
ま
す
。
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17
年
度

18
年
度

19
年
度

効
果
額
（
千
円
）

計
　
画
　
の
　
概
　
要

№
部

課
計
　
　
画
　
　
名

Ⅱ
　
事
業
の
ス
リ
ム
化

①
　
事
業
の
凍
結
・
改
廃
・
再
編

19
市
民
部
保
険
年
金
課
乳
幼
児
医
療
費
助
成

4,
43
7

13
,3
09

13
,3
09
平
成
17
年
10
月
か
ら
未
就
学
児
の
所
得
制
限
を
撤
廃

20
市
民
部
産
業
生
活
課
市
民
保
養
施
設
利
用
助
成
事
業

△
 1
,4
86
△
 1
,4
86

△
 1
,4
86
宿
泊
利
用
限
度
３
泊
を
２
泊
に
短
縮
。
契
約
施
設
の
整
理

21
市
民
部
産
業
生
活
課
住
宅
資
金
融
資

△
 5
1

△
 5
1

△
 5
1
制
度
の
廃
止

22
市
民
部
産
業
生
活
課
重
度
身
体
障
害
者
（
児
）
住
宅
設
備

改
善
費
給
付
事
業

△
 5
00

△
 5
00

△
 5
00
市
単
独
上
乗
せ
補
助
の
整
理

23
健
康
福
祉
部
社
会
福
祉
課
障
害
者
の
移
送
サ
ー
ビ
ス

△
 6
56

△
 6
56

△
 6
56
各
種
同
種
事
業
の
整
理
。
フ
リ
ー
ハ
ン
デ
ィ
タ
ク
シ
ー
の
廃
止
。
福
祉
タ

ク
シ
ー
券
の
充
実
。
ガ
ソ
リ
ン
費
助
成
の
縮
減

24
健
康
福
祉
部
社
会
福
祉
課
重
度
心
身
障
害
者
（
児
）
日
常
生
活

用
具
給
付
等

△
 3
85

△
 3
85

△
 3
85
一
部
用
具
基
準
額
上
乗
せ
の
解
消
。
自
己
負
担
額
助
成
へ
の
所
得
制
限
導

入

25
健
康
福
祉
部
社
会
福
祉
課

高
齢
福
祉
課
家
族
介
護
用
品
支
給
等

0
0

0
お
む
つ
貸
与
・
助
成
事
業
を
介
護
用
品
事
業
に
統
合
し
、
現
物
支
給
方
式

に
変
更

26
健
康
福
祉
部
社
会
福
祉
課

高
齢
福
祉
課
入
浴
サ
ー
ビ
ス

△
 4
,4
22
△
 4
,4
22

△
 4
,4
22
通
所
入
浴
サ
ー
ビ
ス
を
廃
止
し
、
訪
問
入
浴
へ
統
合
。
入
浴
券
交
付
枚
数

の
変
更
（
月
８
枚
→
４
枚
）

27
健
康
福
祉
部
社
会
福
祉
課
補
装
具
交
付
・
修
理

△
 3
,0
96
△
 3
,0
96

△
 3
,0
96
自
己
負
担
額
助
成
へ
の
所
得
制
限
導
入

28
健
康
福
祉
部
高
齢
福
祉
課
敬
老
金

△
 3
6,
97
8
△
 3
6,
97
8
△
 3
6,
97
8
祝
賀
の
節
目
支
給
一
律
１
万
円
に
変
更

29
健
康
福
祉
部
高
齢
福
祉
課
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
浴
室
開
放

△
 5
,3
60
△
 5
,3
60

△
 5
,3
60
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
浴
室
の
開
放
日
の
変
更
（
月
約
30
日
→
約
15
日
）

30
健
康
福
祉
部
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
導
入
等
に
伴
う
一
部
負
担

軽
減

△
 1
1,
66
2
△
 1
1,
66
2
△
 1
1,
66
2
制
度
の
廃
止
。
た
だ
し
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
は
継
続

31
健
康
福
祉
部
健
康
課
か
か
り
つ
け
歯
科
医
定
着
促
進
事
業

△
 1
38

△
 1
38

△
 1
38
制
度
の
廃
止

32
健
康
福
祉
部
健
康
課
健
康
診
査

0
0

0
基
本
健
康
診
査
自
己
負
担
金
の
導
入
。
受
診
枠
の
拡
大
。
他
の
検
診
は
今

後
検
討
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17
年
度

18
年
度

19
年
度

効
果
額
（
千
円
）

計
　
画
　
の
　
概
　
要

№
部

課
計
　
　
画
　
　
名

33
健
康
福
祉
部
児
童
福
祉
課
岩
戸
児
童
セ
ン
タ
ー
遊
戯
室
夜
間
開

放
△
 8
49

△
 8
49

△
 8
49
月
～
土
曜
日
夜
間
（
19
～
21
時
）
遊
戯
室
開
放
の
３
年
間
休
止
。
中
・
高

校
生
の
居
場
所
と
し
て
検
討

34
健
康
福
祉
部
社
会
福
祉
課
生
活
保
護
世
帯
見
舞
金

△
 7
,0
81
△
 7
,0
81

△
 7
,0
81
制
度
の
廃
止

35
健
康
福
祉
部
社
会
福
祉
課
心
身
障
害
者
福
祉
手
当

△
 1
3,
21
9
△
 1
9,
82
9
△
 1
9,
82
9
施
設
入
所
者
お
よ
び
新
規
認
定
時
65
歳
以
上
の
廃
止

36
健
康
福
祉
部
児
童
福
祉
課
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
等

－
－

－
第
３
者
評
価
も
踏
ま
え
て
放
課
後
児
童
健
全
育
成
の
あ
り
方
を
検
討

37
環
境
部
清
掃
課
蜂
の
巣
駆
除

△
 5
78

△
 5
78

△
 5
78
ス
ズ
メ
蜂
を
除
き
宅
地
内
の
蜂
の
巣
駆
除
の
廃
止

38
環
境
部
清
掃
課
生
ご
み
処
理
機
購
入
費
補
助

55
0

55
0

55
0
補
助
枠
の
拡
大
（
50
台
→
10
0台
）

限
度
額
の
引
下
げ
（
25
,0
00
円
→
18
,0
00
円
）

39
環
境
部
環
境
改
善
課
環
境
講
演
会

△
 4
0

△
 4
0

△
 4
0
環
境
講
演
会
廃
止
。
他
の
啓
発
方
法
を
検
討

40
環
境
部
環
境
改
善
課
園
芸
講
習
会

△
 1
33

△
 1
33

△
 1
33
環
境
学
習
事
業
と
の
統
合
。
緑
化
相
談
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
依
頼

41
環
境
部
環
境
改
善
課
環
境
週
間
・
環
境
学
習
事
業

△
 7
1

△
 1
35

△
 1
93
環
境
週
間
行
事
の
期
間
短
縮
（
１
週
間
→
１
日
）
環
境
学
習
は
年
間
事
業

に
変
更

42
環
境
部
環
境
改
善
課
公
園
等
清
掃

△
 2
1,
80
9
△
 2
1,
80
9
△
 2
1,
80
9
ご
み
の
持
ち
帰
り
意
識
の
普
及
を
図
り
、
公
園
内
ご
み
箱
42
個
を
撤
去

（
管
理
経
費
の
減
）

43
都
市
建
設
部
計
画
課
調
布
都
市
計
画
道
路
３
・
４
・
16
号

線
整
備

△
 2
,0
60
△
 2
,0
60

△
 2
,0
60
電
力
研
究
所
西
交
差
点
か
ら
東
側
の
整
備
凍
結
。
新
た
な
国
や
都
の
補
助

制
度
を
検
討

44
学
校
教
育
部
学
校
教
育
課
就
学
援
助

△
 1
1,
99
9
△
 1
1,
99
9
△
 1
1,
99
9
就
学
援
助
費
支
給
基
準
で
あ
る
所
得
に
乗
じ
る
係
数
の
変
更
（
係
数
1.
5→

1.
2）

45
社
会
教
育
部
社
会
教
育
課
子
ど
も
フ
リ
ー
プ
レ
イ
事
業

△
 4
,7
00
△
 4
,7
00

△
 4
,7
00
長
期
休
業
期
間
の
子
ど
も
フ
リ
ー
プ
レ
イ
の
休
止

46
社
会
教
育
部
公
民
館
公
民
館
事
業

△
 1
,8
30
△
 1
,8
30

△
 1
,8
30
現
19
事
業
に
つ
い
て
統
廃
合
や
講
座
回
数
を
見
直
し
効
果
的
・
効
率
的
な

事
業
展
開
を
図
る
。
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17
年
度

18
年
度

19
年
度

効
果
額
（
千
円
）

計
　
画
　
の
　
概
　
要

№
部

課
計
　
　
画
　
　
名

②
　
外
郭
的
団
体
（
財
政
援
助
団
体
）
へ
の
改
革
要
請

47
健
康
福
祉
部
社
会
福
祉
課
社
会
福
祉
協
議
会
へ
の
改
革
要
請

△
 3
0,
00
0
△
 3
0,
00
0
△
 3
0,
00
0
社
会
福
祉
協
議
会
に
経
営
改
革
計
画
策
定
依
頼
。
運
営
費
助
成
等
の
縮
減

を
図
る
。

48
健
康
福
祉
部
高
齢
福
祉
課
狛
江
福
祉
会
こ
ま
え
苑
へ
の
改
革
要

請
△
 8
,5
00
△
 8
,5
00
△
 1
1,
00
0
こ
ま
え
苑
に
経
営
改
革
計
画
策
定
依
頼
。
運
営
費
助
成
等
の
縮
減
を
図

る
。

49
健
康
福
祉
部
高
齢
福
祉
課
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
へ
の
改
革

要
請

△
 1
,9
15
△
 1
,9
15

△
 1
,9
15
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に
経
営
改
革
計
画
策
定
依
頼
。
運
営
費
助
成
等

の
縮
減
を
図
る
。

50
社
会
教
育
部
社
会
教
育
課
文
化
振
興
事
業
団
へ
の
改
革
要
請

△
 7
,0
00
△
 7
,0
00

△
 7
,0
00
文
化
振
興
事
業
団
に
経
営
改
革
計
画
策
定
依
頼
。
運
営
費
助
成
等
の
縮
減

を
図
る
。

③
　
ま
ち
づ
く
り
総
合
プ
ラ
ン
の
見
直
し

51
企
画
財
政
部
企
画
調
整
課
ま
ち
づ
く
り
総
合
プ
ラ
ン
の
見
直
し

－
－

－
プ
ラ
ン
か
ら
運
動
施
設
配
置
計
画
を
除
き
、
そ
の
他
の
事
業
の
実
施
年
度

お
よ
び
財
源
を
見
直
す
。

△
 1
71
,5
31
△
 1
69
,3
33
△
 1
71
,8
91

Ⅱ
　
事
業
の
ス
リ
ム
化
に
お
け
る
効
果
額
合
計
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17
年
度

18
年
度

19
年
度

効
果
額
（
千
円
）

計
　
画
　
の
　
概
　
要

№
部

課
計
　
　
画
　
　
名

Ⅲ
　
収
支
均
衡
型
財
政
へ
の
転
換

①
　
新
た
な
財
政
運
営
の
実
現

52
企
画
財
政
部
財
政
課
枠
配
当
予
算
編
成
の
実
施

－
－

－
平
成
17
年
度
予
算
要
求
か
ら
各
部
に
対
し
て
枠
配
当
を
実
施

53
企
画
財
政
部
財
政
課
新
た
な
財
務
諸
表
の
作
成

－
－

－
平
成
16
年
度
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
作
成
。
18
年
度
セ
グ
メ
ン
ト
バ
ラ
ン
ス

シ
ー
ト
、
連
結
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
試
行

②
　
歳
入
の
確
保

ａ
　
市
税
等
収
入
の
確
保

54
市
民
部
収
納
課
市
税
徴
収
業
務
の
強
化

+4
8,
00
0
+7
6,
00
0

+9
4,
00
0
財
産
調
査
・
滞
納
処
分
の
強
化
。
徴
収
率
を
現
年
0.
3％
、
滞
納
2.
0％
の

向
上
を
目
指
す
。

55
市
民
部
課
税
課
市
民
税
課
税
客
体
の
把
握

－
－

－
未
申
告
者
の
追
及
の
徹
底
。
法
人
実
態
調
査
の
実
施

56
関
係
各
部
関
係
各
課
税
外
収
入
（
未
収
金
）
の
徴
収
強
化

+1
,0
00

+1
,5
00

+2
,0
00
保
育
料
、
育
成
料
等
の
収
入
未
収
金
の
徴
収
を
強
化

ｂ
　
新
た
な
歳
入
の
確
保

57
市
民
部
市
民
課
住
居
表
示
街
区
案
内
板
の
広
告
掲
載

+1
00

+2
00

+3
00
住
居
表
示
街
区
案
内
板
（
市
内
40
か
所
）
更
新
時
に
広
告
を
掲
載
。
広
告

料
年
間
５
万
円

58
健
康
福
祉
部
社
会
福
祉
課
水
泳
教
室
登
録
料
の
導
入

+7
89

+7
89

+7
89
水
泳
教
室
利
用
者
（
団
体
）
に
登
録
料
の
導
入
（
年
間
登
録
料
：
個
人

2,
00
0円
、
団
体
1～
3万
円
（
人
数
別
）
）

59
健
康
福
祉
部
社
会
福
祉
課
重
度
身
体
障
害
者
通
所
訓
練
事
業

（
ポ
ン
テ
）
利
用
料
の
導
入

+2
88

+2
88

+2
88
ポ
ン
テ
利
用
者
に
利
用
料
を
導
入
（
月
額
3,
00
0円
）

60
健
康
福
祉
部
健
康
課
健
康
増
進
室
使
用
料
の
見
直
し

+2
,8
52

+2
,8
52

+2
,8
52
健
康
セ
ミ
ナ
ー
登
録
料
導
入
（
週
１
：
5,
00
0円
、
週
２
：
10
,0
00
円
）
個

人
利
用
料
１
回
20
0→
30
0円
に
改
正

61
環
境
部
清
掃
課
ご
み
の
有
料
化

+7
5,
80
0
+1
30
,0
00

+1
30
,0
00
指
定
袋
制
で
平
成
17
年
９
月
実
施
。
家
庭
：
５
㍑
10
円
、
15
㍑
30
円
、
30

㍑
60
円
、
45
㍑
90
円
　
中
小
事
業
者
：
30
㍑
16
6円
、
45
㍑
25
0円

62
都
市
建
設
部
管
理
課
水
路
敷
き
跡
地
の
売
却

+4
8,
00
0
+4
8,
00
0

+4
8,
00
0
公
共
利
用
不
可
能
な
水
路
敷
き
跡
地
を
売
却
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17
年
度

18
年
度

19
年
度

効
果
額
（
千
円
）

計
　
画
　
の
　
概
　
要

№
部

課
計
　
　
画
　
　
名

ｃ
　
使
用
料
・
手
数
料
等
の
見
直
し

63
企
画
財
政
部

関
係
各
部
財
政
課

関
係
各
課
使
用
料
・
手
数
料
の
適
正
化

+7
,9
00

+1
2,
90
0

+2
2,
90
0
使
用
料
・
手
数
料
の
算
出
に
関
す
る
統
一
基
準
を
作
成
し
、
料
金
設
定
の

適
正
化
を
図
る
。

64
企
画
財
政
部

関
係
各
部
財
政
課

関
係
各
課
自
動
販
売
機
に
係
る
取
扱
い
の
統
一

公
共
施
設
に
あ
る
自
動
販
売
機
の
設
置
に
係
る
基
準
を
作
成
。
電
気
料
金

等
適
正
な
料
金
を
徴
収

65
企
画
財
政
部
市
民
協
働
課
地
域
・
地
区
セ
ン
タ
ー
使
用
料
の
見

直
し

光
熱
水
費
実
費
相
当
分
の
利
用
者
負
担

66
環
境
部
環
境
改
善
課
公
園
使
用
料
の
見
直
し

撮
影
や
興
業
利
用
の
公
園
使
用
料
を
改
正

67
社
会
教
育
部
社
会
教
育
課
学
校
施
設
使
用
料
減
免
基
準
の
見
直

し
社
会
教
育
登
録
団
体
に
対
す
る
使
用
料
減
免
基
準
の
変
更
。
使
用
料
の
改

定

68
社
会
教
育
部
体
育
課
体
育
施
設
使
用
料
の
見
直
し

体
育
施
設
使
用
料
の
改
定
。
利
用
時
間
設
定
の
変
更

69
社
会
教
育
部
公
民
館
公
民
館
使
用
料
の
見
直
し

中
央
公
民
館
の
目
的
外
使
用
料
、
光
熱
水
費
実
費
相
当
分
の
利
用
者
負
担

70
健
康
福
祉
部
児
童
福
祉
課
保
育
料
の
改
定

0
+1
3,
00
0

+1
3,
00
0
平
成
18
年
度
所
得
税
定
率
減
税
の
廃
止
に
よ
る
自
然
増
。
保
育
料
改
定
の

検
討

71
健
康
福
祉
部
児
童
福
祉
課
学
童
保
育
育
成
料
の
見
直
し

－
－

－
育
成
料
の
見
直
し
を
検
討

③
　
補
助
費
等
の
抑
制

72
企
画
財
政
部

関
係
各
部
財
政
課

関
係
各
課
補
助
金
の
見
直
し

△
 1
0,
00
0
△
 1
2,
00
0
△
 1
4,
00
0
補
助
金
検
討
委
員
会
を
設
置
し
、
第
３
者
に
よ
る
交
付
の
ル
ー
ル
化
を
図

る
。

73
企
画
財
政
部

関
係
各
部
財
政
課

関
係
各
課
負
担
金
の
見
直
し

△
 3
00

△
 4
00

△
 5
00
負
担
金
の
必
要
性
を
精
査
し
、
見
直
し
を
図
る
。

効
果
額
は
№
63
に
含
み
ま
す
。

効
果
額
は
№
63
に
含
み
ま
す
。

効
果
額
は
№
63
に
含
み
ま
す
。

効
果
額
は
№
63
に
含
み
ま
す
。

効
果
額
は
№
63
に
含
み
ま
す
。

効
果
額
は
№
63
に
含
み
ま
す
。
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17
年
度

18
年
度

19
年
度

効
果
額
（
千
円
）

計
　
画
　
の
　
概
　
要

№
部

課
計
　
　
画
　
　
名

④
　
特
別
会
計
運
営
の
健
全
化
（
繰
出
金
の
抑
制
）

74
市
民
部
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
税
率
の
改
定

0
0

0
平
成
17
年
度
に
国
民
健
康
保
険
税
率
の
改
定
。
国
保
会
計
の
健
全
化
を
図

る
。

75
環
境
部
環
境
改
善
課
下
水
道
会
計
へ
の
繰
出
金
の
抑
制

△
 4
8,
40
0
△
 4
0,
00
0
△
 4
2,
00
0
経
費
節
減
や
収
支
の
改
善
等
に
よ
り
繰
出
金
を
縮
減

76
都
市
建
設
部
計
画
課
狛
江
駅
北
口
地
下
駐
車
場
の
経
営
改

善
△
 2
,0
00
△
 2
,0
00

△
 2
,0
00
経
営
改
善
を
図
り
、
一
般
会
計
の
繰
出
金
の
抑
制
を
図
る
。

⑤
　
業
務
委
託
の
見
直
し

77
企
画
財
政
部

関
係
各
部
財
政
課

関
係
各
課
委
託
仕
様
の
見
直
し

△
 1
50
,0
00
△
 1
70
,0
00
△
 1
90
,0
00
委
託
仕
様
を
見
直
し
、
経
費
節
減
に
努
め
る
。

△
 3
95
,4
29
△
 5
09
,9
29
△
 5
62
,6
29

△
 2
10
,7
00
△
 2
24
,4
00
△
 2
48
,5
00

18
4,
72
9
28
5,
52
9

31
4,
12
9

※
効
果
額
の
う
ち
歳
入
の
増
に
な
る
も
の
は
額
の
頭
に
「
＋
」
を
表
示
し
て
い
ま
す
。

※
効
果
額
と
し
て
算
出
で
き
な
い
計
画
は
「
－
」
と
表
示
し
て
い
ま
す
。

△
 7
12
,9
14
△
 7
39
,7
77
△
 9
79
,8
45

 

緊
急
行
動
計
画
に
お
け
る
効
果
額
総
合
計

Ⅲ
　
収
支
均
衡
型
財
政
へ
の
転
換
に
お
け
る
効
果
額
合
計

（
歳
入
増
）

（
歳
出
減
）
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